
平成２０年度当初予算案主要事項説明

教 育 委 員 会

学 校 問 題 解 決 緊 急 支 援 事 業 費事 業 名

１２，０００千円 新 規予 算 額 新規・継続事業の別

１ 目 的
学校における重大事案等に適切に対応するための体制整備を推進すること

により、学校問題の解決及び生徒指導の充実を図る。

２ 内 容
(1) 学校支援アドバイザーの設置

学校が抱える教育課題、とりわけ学校への理不尽な要求等に対し、課題
解決へ向かう道筋を示唆する学校支援アドバイザーを設置するなど、学校
を支援する体制を整備する。

事 業 内 容

＜学校支援アドバイザーによる相談・助言＞
府総合教育センターに学校支援アドバイザーを配置事業内容

▲

学校への理不尽な要求等に関する学校、市町村教育委員会等からの相

▲

談に対し、課題解決への道筋を示唆
複雑な事案については、弁護士や精神科医等の専門家と連携して対応目 的

▲
対 象

(2) 学校危機管理体制の検討
生徒の問題事象等学校における重大事案への対応を迅速に行うため、京方 法 等

都府独自の学校危機管理チームの派遣など危機管理体制についての検討を
行う。

事 業 内 容

＜検討委員会の設置＞
学識経験者等による危機管理体制に係る検討委員会を設置

▲

危機管理体制や心のケアの在り方等を検討

▲

スクールカウンセラーや精神科医等の専門家派遣時の成果や課題等に

▲

ついての検証
京都府独自の学校危機管理チームの創設に向けて検討

▲

＜専門家による支援＞
学校の重大事案時に、スクールカウンセラーや精神科医、警察ＯＢ等

▲

の専門家を派遣し、学校を支援
学校への理不尽な要求のうち、専門的な支援を必要とする事案に対し

▲

て、専門家による相談と派遣を実施
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